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ＢＳＥ関連病性鑑定施設等整備事業

１ 事業の目的

９月１０日、千葉県において我が国で初めてＢＳＥを疑う牛が確認され、消

費者等を中心に国内で飼育されている牛及び生産された牛肉についての安全性

の確認が強く求められている。

このような中、厚生労働省は、１０月１８日より、と畜場に搬入されるすべ

ての牛のＢＳＥ検査を義務づける等ＥＵ指令に準じた検査体制を整備したとこ

ろであり、農林水産省としても、同様にＥＵ指令に準じたサーベイランスを実

施するほか、中枢神経症状を示して死亡した家畜についても、ＢＳＥの検査を

実施し、厚生労働省と連携した安全な牛肉の供給体制の確立を図るため、都道

府県の家畜保健衛生所のＢＳＥ検査体制の整備を図る。

２ 事業の内容

家畜保健衛生所におけるＢＳＥ検査関係施設、冷蔵施設、焼却施設の整備

３ 事業実施主体

都道府県

４ 所要額（補助率）

７７０百万円（１／２以内）

担当課：生産局畜産部衛生課

代表 03-3502-8111 内線 4035･4036

小野寺･荻窪(夜間)直通03-3502-0556担当者
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ＢＳＥ関連飼料適正給与緊急対策事業

１ 事業の目的

（１）食品の安全性に対する国民の関心が高まる中で、飼料の安全性・

品質改善対策が一層重要となっている。我が国においてもＥＵ諸国

等からの肉骨粉等の輸入を禁止するとともに、牛に対して肉骨粉等

を含む飼料を給与しないよう飼料安全法に基づく規制を徹底したと

ころである。

（２）しかしながら、今般、千葉県下において我が国で初めてＢＳＥの

発生が認められ、①一般的に、ＢＳＥの原因は肉骨粉等といわれて

いること、②国民の肉骨粉等の使用に対する不信感が増大したこと

から、動物性飼料の製造出荷を一時全面的に停止することとしたと

ころである。

（３）これらの動物性飼料の一時停止措置等を確実に講じることにより

ＢＳＥの発生防止に万全を期すためには、肉骨粉等の検査体制を緊

急に整備することが喫緊の課題となっている。

２ 事業の内容

都道府県に肉骨粉の検出及び肉骨粉の動物種の判別のための機器

（ＰＣＲ装置）等を整備

３ 事業実施主体

都道府県

４ 所要額（補助率）

９２百万円（１／２以内）

担当課：生産局畜産部飼料課

代表 03-3502-8111 内線4003

吉田(夜間)直通03-3501-3779担当者



- 3 -

家畜個体識別システム緊急整備事業

１ 事業の目的

我が国で初めて牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の牛が確認されたところであるが、国

民の食生活の安全性を確保するためには、患畜の移動歴や同居牛等の所在を迅速

に追跡調査し、家畜防疫上の措置を的確に実施する必要がある。

このため、全ての牛に生涯一つの個体識別番号を付与し､この番号に基づき個

体の移動歴等を把握する「家畜個体識別システム」の導入が効果的である。

本システムは、家畜のトレーサビリティーを高め畜産物の安全性を確保するば

かりでなく、農家経営の高度化等にも大きく貢献するものである。

今回のＢＳＥの発生を踏まえ、「家畜個体識別システム」を緊急に整備し、畜

産物の安全性の確保と畜産の振興を図るものとする。

２ 事業の内容

（１）家畜個体識別センター整備

個体識別番号を管理し、当該システムの運営の中心となる「家畜個体識別セン

ター」及び個体識別番号を管理するために必要となる機器整備を行う。

（２）家畜個体識別システム緊急定着推進

地域全体を統括して事業に取り組む農協等が、全頭一斉に耳標を装着する活動

に対する支援を行う。

（３）効率的個体情報収集体制整備

農協、家畜市場、と畜場等地域における各団体が、個体情報を効率的に収集し

全国データベースに送信するために必要なシステム開発、機器整備等を行う。

３ 事業実施主体 （社）家畜改良事業団

４ 所要額（補助率） ３，４４２百万円（定額）

担当課：生産局畜産部畜産技術課

代表 03-3502-8111 内線 3905,3906
大森､葛谷(夜間)直通03-3591-6745担当者
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ＢＳＥ対応食肉施設整備対策事業

１．事業の目的

我が国では、と畜場からＢＳＥが疑われる牛が食用としても飼料

原料としても出回ることのないシステムを確立したところであるが､

それに伴い、ＢＳＥ検査の結果が出るまでの間、肉のみに限らず、

副産物も個体別に区分保管が可能で、微生物等の汚染を受けない施

設の整備が求められている。

また、特定危険部位（ＳＲＭ）について、厳格な取扱いが義務化

され、その焼却処理が必要となっており、これら必要な施設整備を

推進することにより、我が国における安全な食肉の供給体制を確保

するものとする。

２．事業の内容

食肉センター等において、次に掲げる施設整備に助成を行う。

①可食内臓の区分管理、品質劣化を防止する冷蔵施設等の整備

②化製原料の区分管理のための収納庫等の整備

③ＳＲＭの焼却施設の整備等

３．事業の実施主体

市町村、農業協同組合等

４．所要額（補助率）

１，０２８百万円（１／２以内、１／３以内）

担当課：生産局畜産部食肉鶏卵課

代表 03-3502-8111 内線 3969

小林(夜間)直通 03-3501-3776担当者

総合食料局流通課卸売市場室

代表 03-3502-8111 内線 3147

荻野(夜間)直通03-3502-7804 担当者
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牛肉在庫緊急保管対策事業

１ 事業の目的

１０月１８日以降、と畜場においてＢＳＥに感染していないことが証明された安

全な牛以外、と畜場から食用として出回ることはなくなった。

しかしながら、１０月１７日以前にと畜解体された牛肉も安全なものであるにも

かかわらず、１０月１８日の新たな検査の開始に伴い、ＢＳＥ検査を受けていない

ということを理由に、消費者等から厳しく峻別される懸念がある。

このため、これらの牛肉を市場から隔離し、国民の不安を念には念を入れて払拭

し、市場における牛肉の滞留を解消して円滑な食肉の流通を確保する。

２ 事業の内容

全国に会員を有する団体が、１０月１７日以前にと畜解体処理されて生産された

国産牛肉であってその会員等が所有する在庫を、と畜月日等で特定し買い上げ、そ

れを冷凍保管し、冷蔵倉庫から搬出させないこととし、最終処分は国の責任におい

て万全を期す。

３ 事業実施主体

農業協同組合連合会、全国食肉事業協同組合連合会、

日本ハム・ソーセージ工業協同組合

４ 所要額（補助率）

９，１９４百万円（定額）

担当課：生産局畜産部食肉鶏卵課

03-3502-8111 3965代表 内線

伏見・木下(夜間)直通 担当者03-3501-3776
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牛肉価格安定緊急対策事業

１ 趣旨

最近における消費者のＢＳＥに対する不安感等による牛肉の需要の低迷及び価格

の動向にかんがみ、牛肉価格の回復を早急に図ることを目的として行う、牛肉の保

管事業に対し、農畜産業振興事業団（以下「事業団」という。）が助成し、もって

牛肉価格の安定を図るとともに、肥育牛経営の安定に資するものとする。

２ 事業の内容

（１）事業目的

この事業は、牛肉価格の早期回復を図るため、事業実施主体が牛肉を保管する

事業とする。

（２）事業実施手続

事業実施主体は、事業の開始に当たり、あらかじめ牛肉の保管に関する計画を

定め、事業団理事長の承認を受けるものとする。

（３）保管の対象とする牛肉

畜産物の価格安定等に関する法律施行規則（昭和３６年農林省令第５８号）第

３条第２項第１号の規定に適合するもの（省令規格）とする。

（４）買入れ場所

中央卸売市場、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和３６年法律第１８３号)

附則第１０条の規定により農林水産大臣が指定する市場又は理事長が適当と認め

た場所で行うものとする。

３ 事業実施主体

農業協同組合連合会、全国食肉事業協同組合連合会、

日本ハム・ソーセージ工業協同組合

４ 保管実施計画

８３千頭

５ 所要額（補助率）

１６，２２１百万円

担当課：生産局畜産部食肉鶏卵課

03-3502-8111 3965代表 内線

伏見・木下(夜間)直通 担当者03-3501-3776
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Ｂ Ｓ Ｅ 対 応 肉 用 牛 肥 育 経 営 特 別 対 策 事 業

１ 事業の目的
( ) 今般、ＢＳＥ患畜の発生によって、牛肉の売れ行きが激減したことに伴い、1
枝肉価格はかつて無いほど大幅に低下し、肉用牛経営体は、もと畜費、飼料費
等も十分に賄えない状況に陥っている。
( ) このため、肉用牛肥育経営の継続のため、特別支援を緊急に実施する。2

２ 事業の内容
肥育牛１頭当たりの粗収益が、家族労働費を除いた生産費（物財費相当）を下
回った場合に、その差額を１月ごとに補てん。
・事業の実施期間：平成１３年１０月～平成１４年３月

【ＢＳＥ緊急対策】【肉用牛肥育経営安定対策事業】
（マル緊）

国生産者１：国３

家
族

差額の８割を労 所 得
補てん働 相当分

費

生
差額分を産 物
補てん費 財

費

粗収益

四半期ごと 毎月補てん額を算定し、
補てんを実施。

３ 事業実施主体 直近( ～ )の枝肉価格H13.10.1 15
全国連等 １，３１８円／ で試算した場合の補kg
全農、全開連、全畜連、全酪連 てん額

全日本畜産経営安定基金協会 ・肉専用種 １３４千円

（７２千円（マル緊）＋６２千円）

４ 所要額（補助率）
２５，５７９百万円（定額）

担当課：生産局畜産部畜産企画課
代表 03-3502-8111 内線 3853,3854

迫田､丸井(夜間)直通03-3501-3881 担当
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子牛生産拡大奨励事業
－ＢＳＥ対応のための特例措置－

１ 事業の目的
ＢＳＥ患畜の確認に伴う子牛価格の低下に対応し、肉専用種繁殖経営に対
し奨励金を交付し、もって肉用牛繁殖基盤の維持・拡大を図る。(対象者及
び奨励金単価を特例として拡充する。）

２ 事業の内容
子牛価格が発動基準を下回った場合に、肉専用種繁殖経営に対し、販売又
は自家保留された子牛１頭当たり下記の奨励金を交付する。

品 種 発動基準 奨励金単価
(子牛１頭当たり)

黒毛和種 ３５万円を下回った場合 １０千円
３４万円を下回った場合 ２０千円
３３万円を下回った場合 ３０千円
３２万円を下回った場合 ４０千円
３１万円を下回った場合 ４６千円

褐毛和種 ３２万円を下回った場合 ２５千円

その他の肉専用種 ２３万円を下回った場合 １９千円

（注）今回の奨励金は、特例措置として、子牛生産拡大奨励金を、対象を拡大し
て交付するもの。なお、発動基準となる子牛価格は、肉用子牛生産者補給金
制度において定められた指定市場の四半期ごとの平均売買価格。

（黒毛和種の場合）

３５万円 助成金１０千円

３４万円
助成金４６千円

子牛価格

万円30.4
肉 用 子 牛
生産者補給金

子牛価格

３ 事業実施主体 （社）都道府県肉用子牛価格安定基金協会

担当課：生産局畜産部畜産企画課

03 3502 8111 3859,3863代表 - - 内線

磯貝川本(夜間) - - 担当03 3501 3881 ,
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ＢＳＥスクリーニング検査円滑化対策事業

１ 事業の目的

と畜場におけるＢＳＥスクリーニング検査の円滑化を図り、計画的な出

荷と畜体制の正常化を促進するため、農協連等が、関係機関と協力して検

査開始直後の混乱を回避するための出荷調整計画を策定し、それに基づき

出荷調整を行う場合に、肥育牛及び廃用牛の出荷を繰り延べる生産者に対

し支援を行う。同様に、肉用子牛の出荷を繰り延べる生産者に対し支援を

行う。

２ 事業の内容

農協連等が、１０月１８日から１１月３０日までのと畜場あるいは家畜

市場等への出荷調整計画を策定し、それに基づいて出荷調整を行う場合、

出荷を１ヶ月以上繰り延べる生産者に助成金を交付。

肥育牛 １頭当たり ２０，０００円

廃用牛 １頭当たり ８，０００円

肉用子牛 １頭当たり １０，０００円

３ 事業実施主体

全国連等

４ 所要額（補助率）

１，８７１百万円（定額）

担当課：生産局畜産部畜産企画課

代表 03-3502-8111 内線 3859,3861

磯貝､市野(夜間)直通03-3501-3881 担当
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大家畜経営維持資金（BSE関連つなぎ資金）

１ 事業の目的

今般、牛海綿状脳症の患畜の発生により、経済的に影響を受けた大

家畜経営の維持・継続に必要な低利の短期の運転資金を融通する。

２ 資金の概要

（１）融資枠 ２１４億円

（２）貸付期間 平成１３年１０月５日から

平成１４年 ３月末まで（随時貸付）

（３）貸付対象者

牛海綿状脳症の患畜の発生により、経済的に影響を受けた大家畜

経営

（４）貸付対象

肥育もと畜の導入、飼料等の購入、法人経営における賃金支払い

等の大家畜経営の継続に必要な直接的経費

（５）貸付条件

① 融資限度額

肥育用牛１頭当たり １０万円(６カ月齢未満の子牛 ３万円)

繁殖用雌牛１頭当たり ５万円

乳用牛１頭当たり １０万円

② 貸付利率等

貸付金利 １．６０％以内

③ 償還期間 １年以内（一時払い）

（６）融資機関 農協、農協連、農林中央金庫、銀行、信用金庫

３ 事業（利子補給）実施主体

社団法人中央畜産会

担当課：生産局畜産部畜産企画課

03-3502-8111 3856代表 内線

03-3502-0874 瀧本(夜間)直通 担当者
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食肉処理販売等特別資金（BSE関連つなぎ資金）

１ 事業の目的

今般のＢＳＥ患畜の確認により、経済的に影響を受けた食肉処理

販売経営及び畜産副産物経営等の維持継続に必要な低利の短期資金

を融通する。

２ 資金の概要

（１）融資枠 ３１３億円

（２）貸付期間 平成１３年１０月５日から

平成１３年１２月末まで（随時貸付）

（３）貸付対象者

牛海綿状脳症の患畜の確認により、経済的に影響を受けた食肉
＊・畜産副産物の処理販売及び家畜の取引・販売等を営む者

（４）貸付対象

食肉及び畜産副産物資材等の仕入れ、施設・設備の維持費、雇

用労働費等の経営の継続に必要な経費

（５）貸付条件

① 融資限度額（１業者当たり）

＜食肉処理、販売等＞ １，０００万円以内

＜畜産副産物＞ ４，０００万円以内

② 貸付利率 １．６０％以内

（平成１３年１０月現在の金利水準）

③ 償還期間 １年以内（一時払い）

（６）融資機関

商工組合中央金庫、銀行、信用金庫等

３ 事業（利子補給）実施主体

社団法人中央畜産会

担当課：生産局畜産部食肉鶏卵課

03-3502-8111 3969代表 内線

(夜間)直通 担当者 博03-3501-3776 小林

家畜商を貸付対象者に追加すべく手続き中＊
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大家畜経営維持資金償還円滑化事業
－ＢＳＥ関連つなぎ資金の債務保証の支援－

１ 事業の目的

今般、牛海綿状脳症の患畜の発生により、経済的に影響を受けた大

家畜経営の維持・継続に必要な低利の短期の運転資金（大家畜経営維

持資金）の円滑な融通を図るため、農業信用基金協会が行う債務保証

を支援する。

２ 事業の概要

（１）大家畜経営維持資金の円滑な融通を図るため、農業信用保証保険

制度により、農業信用基金協会が無担保・無保証人で債務保証を行

うのに必要な支援を行う。

（２）対象融資枠 ２１４億円

（３）対象資金 大家畜経営維持資金（ＢＳＥ関連つなぎ資金）

（４）保証機関 農業信用基金協会

（５）融資機関 農協、銀行等

３ 事業実施主体

社団法人中央畜産会

担当課：生産局畜産部畜産企画課

代表 03-3502-8111 内線 3856

瀧本(夜間)直通03-3501-3881担当者
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ＢＳＥ関連中小企業者対策について

平成１３年１０月
中 小 企 業 庁

１．農林水産省より、９月２８日、ＢＳＥの患畜の確認
に伴い経済的に影響を受ける中小企業者（食肉卸売業
者・小売業者、飲食店等）について、資金繰りの悪化
等の問題の発生が予想されるところ、関連中小企業者

対策の実施について要請があった。

２．当庁としては、関連中小企業者対策を早急に講ずる
ことが適当との観点に立ち、以下の対策を講ずること
とした。

(1) 相談窓口の設置
政府系中小企業金融関係３機関(中小企業金融公庫､

商工組合中央金庫、国民生活金融公庫 ) 、信用保証協

会 、 商 工 会 議 所 、 商 工 会 連 合 会 、 各 経 済 産 業 局 等 に
対 し 、 １ ０ 月 ４ 日 か ら 相 談 窓 口 を 設 置 し 、 中 小 企 業
者からの相談に応じる。

(2) セーフティネット保証
影響を受ける中小企業者が別枠 (普通保険２億円、
無担保保険８千万円、特別小口保険１千万円 ) で信用

保証を受けられる等の制度を適用する ( １０月１１日
に官報告示、９月２１日に遡及 ｡ )。

(3) セーフティネット貸付
影響を受ける中小企業者に対し、政府系中小企業
金融関係３機関から運転資金を別枠 ( 中公・商中：８
千万円、国金：４千万円 )で貸し付ける。

３．今後とも、農林水産省との緊密な連絡の下に対応策
の実施に当たってまいりたい。
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（参考）

１．経営安定関連保証制度（セーフティネット保証）

【制度趣旨】
取引先企業等の事業活動の制限等により経営の安定に支障を生じてい
る中小企業者への資金供給の円滑化を図る。

【特例措置】
(1) 保険限度額の別枠化

（別枠保険限度額）（一般保険限度額）
・普通保険 ２億円・普通保険 ２億円
・無担保保険 万円・無担保保険 8,000万円 ＋ 8,000
・特別小口保険 万円・特別小口保険 1,000万円 1,000

(2) てん補率引上げ
・普通保険 ７０％→８０％

(3) 保険料率引下げ
・普通保険 ０．５７％ → ０．４１％
・無担保保険 ０．４６％ → ０．２９％
・特別小口保険 ０．３３％ → ０．１９％

【適用期間】
平成１３年９月２１日から平成１４年３月３１日まで

２．緊急経営安定対応貸付制度（中小企業運転資金円滑化資金）

【制度趣旨】
最近の経済環境の変化等に対する我が国産業の調整の円滑化に資するた
め、一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障をきたしている中小企
業者の経営の安定化を図る。

【内容】
貸付限度 中小企業金融公庫 別枠 ８千万円

国民生活金融公庫 別枠 ４千万円
商工組合中央金庫 別枠 ８千万円

貸付期間 ５年以内、特に必要と認められる場合７年以内（うち据置
期間１年以内）

貸付利率 基準金利＋０．０５％（１．７５％：１０月２６日現在）
担保条件 貸付額の５０％を限度として担保の徴求を一部免除するこ

とができる（中小公庫、商工中金）
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肉骨粉適正処分緊急対策事業

１ 事業の目的

肉骨粉は、本来、飼料用原料等として有用なもので
あるが、ＢＳＥの患畜の確認に伴い、全家畜への使用
を暫定的に停止することとなったことから、肉骨粉の
適正処分を推進することにより、円滑な畜産副産物の

処理の継続を通じ、と畜場機能の維持及び肉畜出荷の
安定化を図る。

２ 事業の内容
（１）計画推進

暫定的停止に伴い取引が困難となった肉骨粉を適
正かつ計画的に焼却するための検討会の開催。

（２）畜産副産物のレンダリング処理及びこれにより製
造された肉骨粉を焼却処分するのに必要な経費の助
成。

３ 事業実施主体
（社）日本畜産副産物協会等

４ 所要額（補助率）
１５，００４百万円（定額）

担当課：生産局畜産部食肉鶏卵課

代表 03-3502-8111 内線 3967,3968

川島,成田(夜間)直通03-3501-3776担当者
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飼料用肉骨粉適正処分緊急対策事業

１ 事業の目的

肉骨粉の牛への誤用・流用を防止するとともに、鶏肉・豚肉を含め食

肉全体の円滑な流通・消費を確保するため、緊急的な措置として、飼料

工場等において原料として使用されなくなった肉骨粉を焼却処理するた

めに必要な費用の一部を助成し、もって畜産物の安全性の確保に資する

ものとする。

２ 事業の内容

（１）計画推進

飼料製造工場及び港湾倉庫に在庫する肉骨粉を合理的に処理する

ための推進方策の検討。

（２）肉骨粉の適正処分

飼料工場及び港湾倉庫にある肉骨粉を焼却処分するのに必要な経

費の助成。

３ 事業実施主体

（社）配合飼料供給安定機構

４ 所要額（補助率）

４１５百万円（定額、１／２）

担当課：生産局畜産部飼料課

代表 03-3502-8111 内線 4007

杉崎(夜間)直通03-3501-3779担当者
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ＢＳＥフリー肉骨粉供給体制整備事業

１．事業の目的

肉骨粉は、と畜場等から発生する畜産副産物（骨、皮等）から製造され、飼

料用原料としてこれまで有効に利用されてきた。しかし、今回のＢＳＥ患畜の

発生を踏まえ、現在の国民の不安を取り除くため、暫定的に全家畜への肉骨

粉の給与を当分の間見合わせるよう措置したところである。こうした中で、畜産

資源のリサイクルの再確立が急務となっているが、このためには、ＢＳＥフリー

の安全な肉骨粉の製造・供給体制を可及的速やかに確立することが重要で

ある。

このため、肉骨粉を製造するレンダリング施設において、豚・鶏副産物とそ

れ以外の副産物に区分した処理及び国際基準に適合した高度滅菌処理を

実施する等に必要な施設の整備を早急に推進することとし、もってＢＳＥフリー

の安全な肉骨粉の製造供給体制を確保するものとする。

２．事業の内容

（１）ＢＳＥフリーの肉骨粉製造、供給のための施設整備の計画推進

（２）ＢＳＥフリーの肉骨粉製造、供給のための施設整備

① 飼料用原料となる肉骨粉の安全性を確保するため、豚・鶏由来原料と

それ以外由来原料とを区分して処理するための専用ラインを有するレン

ダリング施設等の新設等

② 豚・鶏由来原料専用ライン及びそれ以外由来原料処理専用ラインにお

ける高度滅菌処理のための施設の整備

（３）肉骨粉の新規用途の開発

３．事業実施主体

事業協同組合等

４．所要額（補助率）

１９，９４９百万円（定額、１／２以内）

担当課：生産局畜産部食肉鶏卵課

代表 03-3502-8111 内線 3967,3968

川島,成田(夜間)直通03-3501-3776担当者
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ＢＳＥ対応肥料緊急対策事業

１ 趣旨

ＢＳＥ患畜が確認されたことに伴い、肉骨粉等を原料とする肥料についても、全

ての国から輸入を一時停止するとともに、国内での製造及び工場からの出荷等の一

時停止措置を講じたところである。本措置の解除に当たっては、肉骨粉等を原料と

する肥料の牛への誤用・流用の防止に万全を期すことが必要である。

このため、肉骨粉等を原料とする肥料の誤用・流用防止のための表示、啓発、単

肥出荷停止の対策を緊急に実施する。

２ 事業内容

（１）横流れ防止表示対策

肉骨粉等を原料とする肥料の飼料への横流れ防止のための、肥料製造販売業

者による表示、流通業者等の啓発に必要な経費を助成

（２）肉骨粉等単肥出荷停止対策

肥料の製造流通段階で保管管理している単品の肉骨粉等を飼料には不適な複

合肥料へ再製造するための、肥料製造業者等による解袋・搬送等に必要な経費

を助成

３ 事業実施主体

（財）肥料経済研究所

４ 所要額（補助率）

９４百万円（１／２以内）

担当課：生産局生産資材課

代表 03-3502-8111 内線 3763

山田(夜間)直通03-3502-0124 担当者
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死亡牛緊急処理円滑化促進事業

１ 事業の目的

（１）これまで死亡牛は、レンダリング施設において肉骨粉に処理加工され、飼

料原料等として有効活用が図られていた。しかし、本年９月に我が国で初め

て牛海綿状脳症（ＢＳＥ）が発生したことから、ＢＳＥの主な感染源

と疑われている肉骨粉については、１０月４日から当分の間、出荷を停止し､

製品については焼却処分されることとなった。

（２）死亡牛については、現在、レンダリング処理施設での受入が極めて困難と

なっており、処理が困難となって放置された死体が公衆衛生や環境保全上大

きな問題となっている場合がある。

（３）このため、農協組織が中心となり、地域全体として死亡牛の処理ルートや

最終処分場の確保のための活動を行う場合に、必要な経費の一部を助成し、

死亡牛の不適切な処理等による地域の家畜衛生問題の発生の防止を図る。

２ 事業の内容

ＢＳＥ発生に伴う地域の家畜衛生問題の改善のため、死亡牛の円滑な流通処

理を促進する取組への助成

３ 事業実施主体

農協、農協連、全国及び都道府県家畜畜産物衛生指導協会等

４ 所要額（補助率）

９５２百万円（定額、１／２）

担当課：生産局畜産部衛生課

代表 03-3502-8111 内線 4035･4036

小野寺･荻窪(夜間)直通03-3502-0556担当者



- 20 -

死亡牛緊急処理円滑化施設整備事業

１ 事業の目的

本年９月の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生を原因として、死亡牛のレンダリ

ング処理が困難となってきており、放置された死体等が公衆衛生や環境保全上

の大きな問題となるとともに、緊急時の死亡牛等の処理体制の脆弱性の改善が

強く指摘されている。

このため、今回のような不測の事態への対応能力の強化のため、死亡牛の一

時保管、細断等を行う機械施設の整備を行い、死亡牛の円滑な処理体制の整備

を図る。

２ 事業の内容

ＢＳＥ発生に伴う死亡牛の保管、細断等のための機械施設の整備への助成

（冷蔵庫、破砕機、袋詰め機等）

３ 事業実施主体

農協、農協連、全国及び都道府県家畜畜産物衛生指導協会等

４ 所要額（補助率）

１，２３４百万円（１／２以内）

担当課：生産局畜産部衛生課

代表 03-3502-8111 内線 4035,4036

小野寺･荻窪(夜間)直通03-3502-0556担当者
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ＢＳＥ関連知識普及事業

１ 事業の目的

ＢＳＥについて、我が国の講じている防疫及び食肉検査等の対策、

国産牛肉及び牛乳等の安全性などＢＳＥ関連の情報を消費者にわかり

やすく提供する。

２ 事業の内容

マスメディア等を通じた消費者向け広報活動、地域イベントの開催､

販売促進活動への支援等

３ 事業実施主体

（財）日本食肉消費総合センター、（社）全国肉用牛協会

（社）全国牛乳普及協会、（社）中央酪農会議

４ 所要額（補助率）

１，０９０百万円（定額、１／２以内）

担当課：生産局畜産部食肉鶏卵課

03 3502 8111 3969代表 内線- -

直通 担当者 博03 3501 3776- - 小林

牛乳乳製品課

03 3502 8111 3948代表 内線- -

- - 小倉(夜間)直通 担当者03 3501 1018
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ＢＳＥスクリーニング検査受検促進緊急対策事業

１ 事業の目的

ＢＳＥ患畜が確認されたことに伴い、厚生労働省は、９月１９日に、３０ヶ

月齢以上のと畜牛を対象として、ＢＳＥのスクリーニング検査を実施すること

とし、更に１０月９日には、３０ヶ月齢未満のと畜牛についても検査を実施す

ることとした。

このため、検査実施が明らかとなった日以降にＢＳＥ検査受検のために出荷

を繰り延べた生産者に対する支援の対象に、３０ヶ月齢未満の牛を追加する。

併せて、肥育農家が出荷を繰り延べた場合、子牛の導入も停滞することか

ら、子牛の市場出荷等を繰り延べた場合にも同様の支援を行う（肉専用種に加

えて乳用種・交雑種を追加）。

２ 事業の内容

（１）スクリーニング検査を受検するために、計画していた出荷期日を繰り延

べた肥育牛及び廃用牛に対する助成金の交付（３０ヶ月齢未満の牛を追加）

肥育牛出荷調整助成金 ２０，０００円／頭

廃用牛出荷調整助成金 ８，０００円／頭

（２）計画していた市場等への出荷期日を繰り延べた肉用子牛に対する助成金

の交付（乳用種・交雑種を追加）

肉用子牛出荷調整助成金 １０，０００円／頭

３ 事業実施主体

全国連等

４ 所要額（補助率）

２，０３０百万円（定額）

担当課：生産局畜産部畜産企画課

03-3502-8111 3853,3855代表 内線

迫田､袋(夜間)直通 担当者03-3501-3881
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牛海綿状脳症緊急病性鑑定事業

１ 事業の目的

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の患畜が発見され、食生活の安全性確保に

関して国民に大きな不安を与えている。

このため、厚生労働省で実施が予定されていると畜場での新たなＢ

ＳＥスクリーニング検査体制（牛の全頭検査）が整備されるまでの間,

と畜出荷予定牛に対するサーベイランスを集中的に実施し、ＢＳＥを

疑う牛のと畜場への出荷を防止することにより、食肉の安全性の確保

を図る。

２ 事業の内容

（１） 集中的サーベイランスの確定診断の実施（動物衛生研究所）

（２） 病性鑑定の結果、解剖された牛を焼却するための家畜保健衛生

所の焼却施設整備への助成。

委託先及び事業実施主体３

独立行政法人 農業技術研究機構動物衛生研究所

都道府県

４ 所要額

３８百万円（定額、１／２以内）

担当課：生産局畜産部衛生課

03-3502-8111 4033代表 内線

椎葉（夜間）直通 担当者03-3591-6584
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ＢＳＥ対応緊急淘汰奨励事業

１ 事業の目的

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の患畜が発見され、食生活の安全性確保に

関して国民に大きな不安を与えている。

このような国民の不安を解消するには、当該患畜の同居牛や繁殖者

が飼養していた同居牛などの所在を徹底的に追跡し、感染の有無を確

認するとともに、早急に焼却処分する必要がある。

このため、関係する牛の買い上げ、と畜、検査及び焼却処分に要す

る経費を助成し、その取り組みを推進するものとする。

２ 事業の内容

患畜の同居牛や繁殖者が飼養していた同居牛などを、時価評価で買

い上げ、と畜し、ＢＳＥ検査を行った上で焼却処分するための経費を

助成する。

事業実施主体３

（社）全国家畜畜産物衛生指導協会

（社）都道府県家畜畜産物衛生指導協会等

４ 所要額（補助率）

４１百万円（定額）

担当課：生産局畜産部畜産技術課

03-3502-8111 3905代表 内線

大森（夜間）直通 担当者03-3501-3777


